
報 第 ４ ６ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

 本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専

決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ９ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 ２ ６ 号  

 

税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す

る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ８ 月 ２ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 ４ ４ 条 中 「 第 ６ ４ 条 第 ４ 項 」 を 「 第 １ ５ ２ 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

税
条

例
（

昭
和

３
５

年
３

月
２

５
日

条
例

第
１

０
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
44
条
 
法
第
34
8条

第
２
項
第
９
号
、
第
９
号
の
２
若
し
く
は
第
12
号
の
固
定
資
産
又
は
同
項
第
16

号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お

い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
土
地
に
つ
い
て
は
第
１
号
及
び
第
２
号
に
、
家
屋
に
つ
い
て
は
第
３
号
及
び
第
４
号

に
、
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
第
５
号
及
び
第
６
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
規
則
で
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
告
書
を
、
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
が
学
校
法
人
若
し
く
は
私
立
学
校
法
（
昭
和

24
年
法
律
第
27
0号

）
第
15
2条

第
５
項
の
法
人
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
宗
教

法
人
若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
で
幼
稚
園
を
設
置
す
る
も
の
、
医
療
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
20
5

号
）
第
31
条
の
公
的
医
療
機
関
の
開
設
者
、
令
第
49
条
の
10
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
、
公
益

社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第
９

号
の
２
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
社
会
福

祉
法
人
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康
保
険
組
合
連
合

会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
で
看
護
師
、
准
看
護

師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法

士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る

も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法

律
第
28
5号

）
第
２
条
第
１
項
の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

団
法
人
で
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い

う
。
）
の
所
有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当

該
学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
44
条
 
法
第
34
8条

第
２
項
第
９
号
、
第
９
号
の
２
若
し
く
は
第
12
号
の
固
定
資
産
又
は
同
項
第
16

号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お

い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
土
地
に
つ
い
て
は
第
１
号
及
び
第
２
号
に
、
家
屋
に
つ
い
て
は
第
３
号
及
び
第
４
号

に
、
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
第
５
号
及
び
第
６
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
規
則
で
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
告
書
を
、
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
が
学
校
法
人
若
し
く
は
私
立
学
校
法
（
昭
和

24
年
法
律
第
27
0号

）
第
64
条
第
４
項
の
法
人
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
宗
教

法
人
若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
で
幼
稚
園
を
設
置
す
る
も
の
、
医
療
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
20
5

号
）
第
31
条
の
公
的
医
療
機
関
の
開
設
者
、
令
第
49
条
の
10
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
、
公
益

社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第
９

号
の
２
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
社
会
福

祉
法
人
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康
保
険
組
合
連
合

会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
で
看
護
師
、
准
看
護

師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法

士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る

も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法

律
第
28
5号

）
第
２
条
第
１
項
の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

団
法
人
で
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い

う
。
）
の
所
有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当

該
学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

 
 

 

5


